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5
コリンズ（CORINS)へ

の登録

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上
の工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受
注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認の
お願い」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土
曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更が
あった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工
事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜
登録機関に登録をしなければならない。
登録対象は、工事請負代金額500万円以上の全ての工事とし、受注・変
更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものと
し、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としな
い。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、
速やかに監督職員に提示しなければならない。
なお、変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の
提示を省略できる。

コリンズ（CORINS)へ
の登録

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上
の工事について、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受
注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のため
の確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員
の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除
き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜
日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜
日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなけ
ればならない。
登録対象は、工事請負代金額500万円以上の全ての工事とし、受注・変
更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものと
し、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としな
い。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」はコリンズ登録時に監督職
員にメール送信される。
なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を
除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。

18 建設副産物 建設副産物

4 再生資源利用計画
受注者は、土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬
入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計
画書に含め監督職員に提出しなければならない。

再生資源利用計画

受注者は、コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、
木材、アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、法令に基
づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出
しなければならない。

5
再生資源利用促進計

画

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリー
ト塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から
搬出する場合には、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含
め監督職員に提出しなければならない。

再生資源利用促進計
画

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリー
ト塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場か
ら搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成
し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。

26 工事中の安全確保 工事中の安全確保

7 イメージアップ

受注者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業
員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成す
るとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美
装化に努めるものとする。

現場環境改善

受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員
宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成する
とともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装
化に努めるものとする。

新旧対照表


